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新年明けましておめでとうございます。 

昨年中は、会員の皆様には一方ならぬご支援を賜り、熱く御礼申し上げ、本年も昨年同様、ご支

援、ご愛顧賜りますよう心よりお願い申し上げます。 

さて、いよいよ１月 20 日トランプ大統領が就任します。これから世界の政治、経済等あらゆる分野に

与える影響は決して少なくないようです。我が国も大手企業始め、企業も市民もその行方、舵取りを固

唾を飲んで見守っていると言うのが、本音ではないでしょうか。そして日本も、昨年衆議院選挙が行わ

れ、過半数を取れない与党が誕生しました。政治のあり方が我々の暮らしに大きな影響を与えようとして

います。 

 

こうした中、少しでも会員の皆様の職場環境が良くなることを念頭に置きつつ、今年も「的を外さない

労務管理」を目指し、いささかでもご期待に添えればと、職員一同、心を同じくして働かせていただければ

と考えています。 

各企業を取り巻く職場環境は益々複雑多様化し、今年も多くの課題を抱えつつ、船出をされるところ

も少なくないのではないかとお察し致します。高齢者雇用のあり方、人材不足のマンネリ化、収まらないハ

ラスメント環境、部下育成の進まない職場風土、果ては、どうしたらもっと明るくエネルギッシュな会社にし

たらいいのか。そんなことに悩み、迷っておられる企業に駆けつけ、皆様の手の届くパートナーとして、力を

注げればと願っています。 

こうしたことに遭遇された時、是非我々にお声かけいただけるとありがたいです。 

「即対応」、弊社の経営理念でもあり、今年こそ、悩みや迷いから解放され、くねくね(巳年)しながらも

方向を間違えない労務管理の進路を一緒になって考えてみませんか。 

 

会員皆様の企業が、昨年以上に繁栄され、又全社員のご健勝ご多幸を心より祈念申し上げ、新年

のご挨拶とさせていただきます。 

 

伏屋社会保険労務士事務所 所長 伏屋喜雄 
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序論 我が社も「光る職場へ」 

新年明けましておめでとうございます。 

2025 年の幕開けです。 

今年は巳年、くねくねしながらも進路を外さず、１年後、皆さんの企業が目的地に到達できることを心よ

り祈念申し上げます。 

 

さて今年から昨年までの「伏屋所長の労務管理塾」を改め「企業に役立つ労務管理のツボ」と題し、あち

こちで発生している様々な労務問題を取り上げ、その問題を解決するための要点、ズバリその「ツボ」を案内

できればと考えています。そして少しでも皆さんの企業が、職場が、社員が、明るく生き生きした職場環境に

様変わりすることを期待しています。 

 

今回は 2 年がかりで、今年 3 月発刊させていただく拙著「光る職場へ」をベースに、その都度、その都度、

話題性のある旬な労務問題を織り混ぜなから、解説させていただくことにしています。 

 

「光る職場へ」では、これまで 45 年に渡って経験してきたことを元に、 

どうすれば光る職場になるのか、どうすれば誰もが働き甲斐、生き甲斐を 

感じられるようになるのか、その一点に絞って書かせていただきました。 

 

 

１、経営理念、経営方針はあるが、社員の羅針盤でなく単なる言葉として掲げられているに過ぎない。 

２、事業後継者は元より、部門後継者でさえ決められておらず、先行きに多くの社員が不安を感じている。 

３、組織、体制は出来ているが、いくつかの点で綻びがあり、シナジー効果が発揮されていない。 

例えば、 

①指示系統不明で、誰の言うこと聞いて仕事するのか 

②職人ばかりの塊で、権限委任、育成環境が進んでない 

③管理者の役割はあるが、名ばかり管理者が多すぎる 

④上司、部下のコミュニケーションが乏しく暗い職場 

⑤定着率が悪く、採用しても直ぐ退職する人が多い 

株式会社中部人材育成センター 
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４、パワハラ、セクハラ、カスハラ、職場の大きな問題となっているが、 

必ずしも沈静化しているとは言い難い。 

５、教育制度が整っていないことから、人任せ、上司任せとなっていて、 

全社員のレベルアップに繋がらない。 

６、このところ急に職場の高齢化が進み、待遇始め、仕事の与え方、 

効果的活用法が場当たり的になっている。 

 

７、女性の戦力化、待遇改善、管理職登用を考えているが、その手法が分からない。 

８、とにかく人が欲しい。求人すれど休職者なし。何をどう変えたらいいのか、そこが知りたい。 

９、「社員のやる気」いろいろやってみたが、未だその効果、それほど見られない。 

10、いつも人間関係でギクシャク。触らぬ神に祟りなし、では片付かず、特定部門とは言え退職者続出。 

 

こんなことありませんか。 

 

これはまだ、ほんの一例に過ぎませんが、こうしたことに蓋をすれば、必ず企業は抜き差しならぬところへ導か

れ、光り指す職場から、次第次第に遠ざかり益々離れていきます。そのため、これから 2 年に渡り、隔月 10 回

コースで、これだけは押さえておきたい労務管理のツボを紹介、あなたの企業に役立てていただけると幸いで

す。 

株式会社中部人材育成センター 
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◆実務に役立つQ＆A 

 

 

 

 

 

 

 

通常勤務可能なら対象 

 現在、常時 50 人未満の企業であれば、学生もいわゆる４分の３基準を満たしたときには  

健康保険等の被保険者になり得ます。４分の３基準は、週の所定労働時間と月の所定労  

働日数が通常の労働者の４分の３以上あるかどうかで判断します。 

 

 一方、51 人以上で、４分の３基準を満たさず、かつ、週 20 時間未満などの３要件のいずれかに該当

する場合、被保険者となることができません。要件の１つに、学生が含まれています。具体的には、学校教

育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生等が該当します（健保則 23 条の６など）。この範囲は、

国民年金の納付特例制度の対象範囲を踏まえたものであるとの解釈が示されています（「健康保険法の

解釈と運用」） 

 

  学生でも被保険者資格を取得できる人がいます。卒業後も引き続き適用事業に使用されることになっ

ている者のほか、定時制や通信制課程に在学する者や社会人大学院生等です（令６・９・５事務連絡

など）。 

 なお、学生であるかどうかは、雇用保険の被保険者になるかどうかにも関係してきます。原則適用が除外

されるのは、こちらも学校教育法の学校の学生または生徒等です（雇保法６条４号、則３条の２）。昼

間学生が原則として被保険者の対象から除外されるのは、雇用保険も同じです。ただし、一定の出席日

数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業において同種の業務に従事する他の

労働者と同様に勤務し得ると認められるものは、被保険者となるとしています（雇用保険業務取扱要

領）。 

 日本年金機構では、雇用保険と健康保険の取扱いは同様と説明しています（「短時間労働者に対す

る健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」）。 

                                

 

 

 

 

株式会社中部人材育成センター 

社会保険の被保険者の対象から学生は除外されており、現に大学生のアル

バイトは加入させていませんが、一方で定時制や通信制の学生についてはど

のような扱いになるのでしょうか。 
Q  

A 
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研修名 内 容 日 時 

費 用 
（税別） 
Ｋの会 
会員様 

1 

職長等教育 

安全衛生 

責任者教育 

 

安全衛生法で定められた

法定研修を行います。 

2 日間 

 

同じ内容で 4 回開催しま

す。 

いずれか都合の良い回に 

お申込みください。 

上
期 

４月16日(水) 

４月17日(木) 

8:30～17:00 

17,000 円 

15,000 円 

６月18日(水) 

6 月 19日(木) 

8:30～17:00 

下
期 

9 月 17日(水) 

９月18日(木) 

8:30～17:00 

11 月 19日(水) 

11 月 20日(木) 

8:30～17:00 

2 新入社員研修 

社会人としての心構えと必要なマ

ナーの基本を学びます。 

同じ内容で２日開催します。 

いずれか都合の良い日に 

お申込みください。 

4 月２日(水) 

9:30～16:30 10,000 円 

8,000 円 4 月４日(金) 

9:30～16:30 

3 
新入社員 

フォロー研修 

入社して 6 か月を振り返り、マナ

ーの再確認と今後の課題や改善

点を確認して今後の成長を促し

ます。 

9 月３日(水) 

13:30～16:30 

5,000 円 

4,000 円 

４ 

アンコンシャスバイアス

＆ 

ハラスメント研修 

ハラスメントについて正しい知識と

ハラスメントの予防にもつながるア

ンコンシャスバイアス（無意識の

思い込み）、ハラスメントの起き

ない職場環境づくりについて学び

ます。 

５月14日(水) 

13:30～16:30 

12,000 円 

10,000 円 

 

 

 

教育研修講座 令和 7 年の研修日程は以下の予定です。 

株式会社中部人材育成センター 
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５ 労務管理研修 

賃金・労働時間に関するルール

など 労務管理の基礎を解説し

ます。 

※初めて総務担当者となった方

や改めて労務管理の基本につい

て学び直したい方におススメです。 

6 月５日(木) 

13:30～16:30 

サービス 

無料 

６ 
30代向けキャリア

形成研修 

組織のリーダーとしての役割、心

構え、これからのキャリアの作り

方、考え方を学びます。 

※30 代 20 代で、これからリーダ

ーとして成長してほしい社員にお

すすめです。 

6 月 25日(水) 

13:30～16:30 

12,000 円 

10,000 円 

７ 給与計算研修 

給与計算に必要な知識や注意

すべき事項や年末調整事務の改

正点についてポイントを絞り、分か

りやすく解説します。 

※初めて給与計算を担当される

方におススメです。 

10 月 10日(金) 

14:00～16:00 

12,000 円 

10,000 円 

８ 
アサーティブ 

コミュニケーション研修 

職場でよくある「言いづらい注意」

「伝えづらい依頼」を率直に、さわ

やかに伝えるアサーティブコミュニケ

ーションについて学びます。部下と

の信頼関係や職場の円滑な人

間関係作りに役立ちます。 

※職場のリーダーをはじめ、職場

のコミュニケーション、人間関係に

悩む方にもおススメです。 

10 月 16日(木) 

13:30～16:30 

 

12,000 円

10,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社中部人材育成センター 

詳しい内容については パンフレットをご覧ください。 

感染拡大等状況によっては変更になる場合もございますのでご了承ください。 
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伏屋事務所ホームページのご案内 

 

 

 

 

職長等教育・安全衛生責任者教育 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

株式会社中部人材育成センター 

Ｋの会 会員様専用ページへのログイン    半角小文字 

ユーザー名  knokai     パスワード   51up1001  

                                       

 

令和 7 年の教育研修のご案内を順次掲載しておりますので、印刷してご利用ください。 

お申し込みは FAX メール QR コードで受け付けています。 

 

令和 6 年 11 月 20,21 日に職長等安全衛生責任者教育を実施しました。6 社 10 名の方にご参加

いただきました。グループワークやペアワークなどの演習も盛り込んで、12～14 時間の長時間でしたが充実し

た内容の研修となりました。 

教育研修講座実施報告 
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